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1.はじめに 

 

大地震後、大津波に起因した火災(以下津波火災

と記す)が多数発生した。特に岩手県下閉伊郡山田

町(約 17ha)や気仙沼市鹿折地区(約 12ha)では、阪

神淡路大震災時に神戸市内で発生した市街地火災

(水笠西公園地区約 10.6ha1))面積を上回る広域市

街地火災が発生している。津波で浸水した地域に

おいて大規模な火災が発生すること自体がイメー

ジしにくいのか、『そんな大きな火災なんかあった

の?』と意外な顔をされることがしばしばであるし、

『津波で燃えているのは、もともと破壊された瓦

礫で、それが燃えたからといって、たいした事で

はないのでは?』という人さえいる。 

今回、津波や原子炉格納容器の爆発に伴う被害

が広域かつ甚大であったために、二次災害として

の火災の存在感は小さい。しかしながら浸水域で

すら発生する"火災"は、今後の巨大地震において

多くの人々の生死を左右する重要な災害であるこ

とにかわりはない。ちなみに中央防災会議 2)では、

首都圏直下地震(東京湾北部地震 M.7.3)では、火災

焼失棟数は建物全壊棟数のうちの77%の65万棟、

また予想死者数の55%にあたる6,200人が焼死す

るとされている。実際、阪神淡路大震災時には神

戸長田区を中心に、広域で市街地火災が発生した。

死者のうち 600 名(12.8%)近くの人が火災に巻き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こまれて亡くなった。これらの数に比べると、今

回の東日本大震災では、警察の発表 3)によると、

津波(水死)での死者数は全死者数 1 万 3,135 名

(2011 年 4 月 11 日時点)の 92%と圧倒的に多いの

が特徴で焼死者は 1.1%と少ないが、それでも 148

名もの人が火災に関連して亡くなっているのであ

る。 

過去の大震災時の火災も同様であるが、特に今

回は津波直後によって消防力が極度に低下したこ

とが火災の拡大につながっているといってよい。

その中にあって地域の防災力を下支えする消防団

の被害は甚大で、死者行方不明者は計 256 名 4)に

ものぼる。 

筆者らは、津波火災の概況把握のため三陸沿岸

および仙台市近郊で発生した津波火災の現地調査

を何度か行ってきた。また最近では、被害の大き

かった消防団の地震後の活動についてヒアリング

調査を継続中である。一口に津波火災といっても、

地域の地勢や産業等の特性によって火災の様相が

異なっているし、消防団の関わりが火災の抑制や

避難者の安心安全に大いに寄与していると思われ

る。本稿では、主として三陸沿岸の津波火災の様

相について、現地調査で得られた知見をもとに概

要を紹介すると共に、大規模被災地において住民

の被害軽減に尽くした消防団の活動の一端につい

ても併せて紹介する。 

特集Ⅰ 東日本大震災(5) ～地震・津波火災～ 

☐東日本大震災による三陸沿岸津波火災と 

消防団の活動 

特任教授 山 田 常 圭 

東京大学大学院 消防防災科学技術寄付講座
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2.津波火災と現地調査状況 

 

地震後の 3 月下旬～5 月、現地での瓦礫撤去が

進み、火災の痕跡等の物的情報が急速に失われて

いく時期に、大学や研究機関相互で情報交換を行

いながら、幅広に火災現地調査が実施された。こ

の時期の調査の主目的は、火災による焼失範囲の

把握および映像等・概況情報の収集であった。表

1 には、概ね 5 月末までに大学・研究機関によっ

て現地調査された主な津波火災のリストを示す。

なお、地震後の火災は津波火災以外にも、コンビ

ナート火災や通常の強振動による地震火災等多岐

にわたる。そうした火災を含め、詳細については

日本火災学会の速報版 5)で、延焼範囲・状況が公

開されているので参照されたい。 

 

3.三陸沿岸での火災現場にみる特徴と消防活動 

 

津波火災は、市街地や集落が津波によって根こ

そぎなぎ倒された後、瓦礫として堆積した個所に、

何らかの原因で着火し、広域に延焼拡大するとい

う経過をたどる。この点では、狭隙な入り江の奥

に市街地が拡がる三陸沿岸も平地部分が拡がる石

巻市以南の平野部分も、ほぼ同じである。しかし

ながら三陸沿岸の火災の特徴としては、火災が浸

水域の市街地にとどまらず、山林にまで広く拡大

している点が挙げられる。三陸沿岸地域における

津波火災の典型的なパターンを図 1 に模式的に示

す。 

三陸沿岸地域での市街地延焼域は、山の裾野に

沿って帯状に拡がっている事例が見られる他、い 
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ったん避難した高台にある学校等の避難施設から

二次避難を余儀なくされたケースが、大槌町・山

田町(船越田の浜地区)等において発生している。

瓦礫が燃えたというだけでは済まされなく、被災

者の生命が脅かされる事態が各所で発生していた

ことは、今後の防災対策を講じる上で認識してお

く必要がある。 

以下、三陸沿岸の市街地における津波火災と、

消防団の活動を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 岩手県大槌町、宮古市田老町の市街地火災 

3.1.1 火災の発生状況 

図 2 の延焼地域は、岩手県の大槌町および宮古

市田老町の火災現場で筆者らが延焼地域の外縁に

沿って歩いて GPS 軌跡を記録および目視観察を

もとに焼失範囲を推定したものである。なお浸水

地域は国土地理院のデータによる。 

大槌町では、3 月 11 日の津波直後から地域内で

多数の火災が発生している。山のすそ野に打ち寄

せられた瓦礫の中で小規模の火源が散在し、この

中のいくつかが拡大し、市街地火災に発展してい 
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った。その後 17 時半頃の航空撮影映像 6)では、山

に沿って少なくとも 3 カ所および大槌駅前の 1 

カ所(図 2(a)の○印)の独立した市街地火災地域が

認められ、山林火災に拡大しつつあった。大槌町

での市街地火災は、押し寄せた津波を二分するよ

うな山の張り出しの両側に位置し、瓦礫が多く集

積しそうな位置で発生している。一方、宮古市田

老町でも、スーパー津波堤防を超えて押し寄せた

津波は、川沿いに遡上し、狭阻な荒谷地区に破壊

された家屋等がうち寄せられ、同様に山沿いに火

災が発生している。 

3.1.2 大槌町における消防団A分団の活動 

大槌町の消防署は街の東側の浸水域に位置し津

波により破壊されたため、この街での消防力は、

緊急消防援助隊(大阪市消防局)が到着するまで、

消防団に依存することとなった。大槌消防団の A

分団 3 名からのヒアリングをもとに、広範囲かつ

多様な消防活動を時間経過で紹介する。図 4 は A

分団の活動事例を示したものである。この分団の

屯所は図中の 1,4 にある。 
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① 地震発生から水門閉鎖まで 

(3/11 14:46～15:18 頃) 

地震発生から 9 分後、屯所に最低出場可能人数

である 2 名が参集、ポンプ車で水門閉鎖に出場(図

4 中 1)。あらかじめ担当を割り振られた 6 つの水

門を閉鎖し(図 4 中 2)、無線機により団本部へ報

告(図 4 中 3)。なお、この時点で団本部は広報車で

市街地南西の高台に退避していた。本部機能は維

持していたものの、津波で退路をたたれ対岸で孤

立状態に陥っていた。同時刻、別の水門の閉鎖を

試みていた同分団他部からの要請により応援のた

め海岸方面へ移動。移動途上で屯所に待機してい

た団員を 1名乗車させ 3名で応援に向かった(図 4

中 4)。A 分団他部担当の水門 2 箇所を協力して閉

鎖した直後、津波第 1 波が襲来した(図 4 中 5)。 

② 避難誘導および救助活動 

(3/11 15:18～17:00 頃) 

サイレンと拡声器を使用し、住宅街(図 2 中 6)、

ショッピングセンター駐車場(図 4 中 7)、保育園・

幼稚園付近等を通り高台へ移動しつつ、住民に対

して避難誘導を行った。橋を渡り折り返して住宅

地で避難誘導(図 4 中 8)を行っている最中に道路

まで津波が迫ってきたため退避を開始(図 4 中 9)。

その途上に足の不自由な高齢者と介助者がいたた

めポンプ車に乗せ退避を再開(図 4 中 10)。その後、

高台近くまで来たところで住民にポンプ車を止め

られ川に流されている人がいるとの情報を得たた

め、住民と共に救助(図 4 中 ll)。救助された人が

負傷していたため、近くの避難所(弓道場)へ搬送

した(図 4 中 12)。 

③ 避難者搬送等(3/11 18:00～22:00 頃) 

夕方になり津波が引きポンプ車が走行できる程

度の水深になった頃、やや低地の地域の狭い建物

に避難者がいたため、ポンプ車と団員の自家用ワ

ゴン車で前述の弓道場にピストン搬送を行った

(図 4 中 13)。暗くなった頃、町の状況を確認する

ため中心地の方へ向かった際(図 4 中 14)、バイパ

スに退避し、待機していた常備消防の救急車と資

材搬送車と合流し弓道場に案内した(図 4 中 15)。 

その後、南側道路トンネル付近の事業所に避難

者が100名余り待避していたため常備消防と連携

し 6 台の車両でピストン搬送を行った(図 4 中 16)。

この際、トンネル付近で停滞していた車両の弓道

場付近への誘導も併せて行った(図 4 中 17)。この

時に大規模な市街地火災を確認したが、参集でき

た団員数が少ないことと避難者が多数発生してい

たことから避難者対応を優先し、弓道場を避難所

として使用できるように環境を整えた(図 4 中 18)。 

④ 火災対応(3/11 22:00～3/123:00 頃) 

22 時頃、徐々に参集可能の団員数が増えたが、

水利が見つけられず瓦礫でポンプ車も走行できな

いため、火災が拡大するのを荘然と見ているしか

なかった。23 時頃、火災が更に住宅地に延焼して

しまう直前というところで、建設業者に 4t トレー

ラーで重機の運搬を依頼した(図 4 中 19)。 

12 日 0 時頃、到着した重機によって瓦礫を撤去し

(図 4 中 20)、合流した他分団のポンプ積載車 2 台

と合わせて計 3 台が河川に水利部署した(図 4 中

21)。最初は泥があり部署が困難であったため、泥

を掘って除いて吸水を安定させた。周囲は暗闇で

あったが、車両の照明装置は水利に全て使用した

ため視界が悪い中での活動であったが、3 月 12 日

午前 3 時頃、延焼を阻止し消火活動を終了した。 

⑤ その後の活動(3/12～) 

12 日午前 5 時ごろ、林野火災が住宅地に迫った

ため住民を弓道場まで搬送した(図 4 中 22)。12 日

の夜からは、瓦礫の中からの救助活動や遺体運搬

等を行う一方で(図 4 中 23)、山中の住家に迫る火

災からの延焼阻止活動を転戦しながら行った(図

4 中 24)。 

林野火災延焼阻止活動は 1 週間以上にわたった。 
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3.2 気仙沼市の市街地火災 

3.2.1 火災の発生状況 

気仙沼市の火災は非常に広域にわたり火災発生

の様相も多様で、三陸沿岸地域においては特異な

火災といってよい。市の北部の鹿折地区(約 12ha

焼失)では、山田町に次ぐ 2 番目に広域な市街地火

災が発生している(図 5(b))。この地域は、東西を

山で阻まれており、川沿い遡上してきた津波によ

って瓦礫の集積がし易かった点では、前述のパタ 

ーンに相当すると考えられる。 

気仙沼市での火災が他の地域と大きく異なるの

は、浮遊した瓦礫と流出燃料があいまって、気仙

沼湾に多くの火源が漂流し、これが気仙沼の南部

の港湾地区において、倉庫等広域にわたって散在

する建物への火災を引き起こしたと考えられる点

である。また、気仙沼湾内の船舶火災(図 6(a))、大

浦・小々汐地区を初めとする東岸部において、広

域にわたって集落火災や山林火災を引き起こした。 
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特に、気仙沼湾南東に位置する大島では、海岸か

ら島の最高峰の亀山頂上(235m)に至る山林火災

が発生し、山頂のリフト設備を焼失した他(図

6(b))、避難所の人々を不安に陥れた。その他、大

島の東の唐桑半島の漁港に燃えた船や養殖いかだ

が漂流し、湾の一部の施設を焼失する等、広範囲

にわたって火災被害が発生した。 

3.2.2 気仙沼市鹿折地区における消防団 B 分団

の活動 

B 分団は、山田町に次いで大きな焼失範囲であ

る鹿折地区を管轄に持つ。この分団の屯所は、図

7 中 3 に位置している。図 7 には、ヒアリングを

した副分団長の活動を中心に、同分団の活動概要

を示す。なおこの分団では、団員 1 名が参集途上

に津波に巻き込まれ殉職している。 

① 地震発生～一時退避 

(3/11 14:46～15:30 頃) 

地震発生時、港に接岸していた大型漁船上で作 

業中に、これまで船の上では感じたことのない種

類の揺れを感じ大地震が発生したことに気付く

(図 7 中 1)。揺れが続いている中、個人装備を取る

ために会社に向けて車で出発。会社に行く途中で

は、困惑している住人の避難誘導を実施(図 7 中

2)。会社に到着し、常時個人装備を積載している

自家用車に乗り換え屯所に向かう。屯所到着時、

分団長を含めた 12～13 人が既に参集していた。

そこから 2 班に分かれ水門・門扉の閉鎖・確認に

出場(図 7 中 3)。副分団長は分団長と 2 人で、副

分団長の自家用車にて管轄地域南側の門扉の確認

を担当した。門扉への移動中、海底が見えるほど

に潮が引いていることに気づき(図 7 中 4)、危険

を感じ近場の高台まで退避した(図 7 中 5)。 

② 津波襲来～移動等 

(3/11 15:30～21:00 頃) 

退避して約 5 分たった頃津波が襲来し、分団長

宅を含む多くの建築物が流失した。その時、流さ 
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れる家屋の屋根の上から助けを求める人を発見し

たが、どうすることもできなかった。作業をして

いた漁船の北あたりから煙が上がるのを目撃した

ところで、近くで津波に流された高齢者がいると

の情報を受け救助に向かう(図 7 中 6)。近隣住民

と協力して救助活動完了後、その高齢者を無事だ

った住宅に預け暖を取らせるよう依頼。その後、

対岸の市街地でもう 1 ヶ所煙が上がっているのを

確認し、分団長から副分団長は火災対応との指示

を受けた(図 7 中 7)。しかし、通常の道路は浸水と

瓦礫の影響で使用することができないため、道の

無い山の中を徒歩で進むしかない状況であった。

山を 2 つ越え職業能力開発校付近の道路に出たと

ころで、退避していた B 分団の消防車両を発見し

合流(図 7 中 8)。その団員たちに付近の避難者を

職業能力開発校に誘導するよう指示し、自身は近

くにある中学校へ避難者や備蓄の確認に向かった。

中学校に着いた時、校庭には避難者が集まり火を

焚いていたので、自分は消防団員であること、お

互いに知恵を出し合い協力して朝まで待ってほし

いことを伝えた(図 7 中 9)。 

その後、再び火災現場を目指し、さらに山を越

え幹線道路まで到達。幹線道路上に自力で歩行で

きない高齢者と息子さんを発見し、介助しつつ小

学校まで誘導(図 7 中 10)。小学校には人が集まっ

ていると考えていたが、到着した時にはすでに二

次避難していたようで誰もいなかったため(図 7

中 11)、自宅に連れて行き保護するよう家族に依

頼し火災対応に向かう事を告げた(図 7 中 12)。 

③ 火災対応(3/11 21:00～3/1216:30 頃) 

小学校付近の屯所に行くと、B 分団員が数名待

機していた(図 7 中 13)。ちょうどその時、常備消

防が火災状況の確認で出場して来たので呼び止め、

今後の活動について話し合った(図 7 中 14)。常備

消防の無線を活用し常備消防及び同市の分団 3 隊

に応援要請。B 分団は小学校のプールを水利とし

て使用、小型ポンプ 2 台を活用して約 300m ホー

スを延長し火災北側の防御にあたった。また、応

援出場して来た分団及び常備消防と連携し、火災

現場北西に位置するトンネル出口にある山水受水

槽から、ポンプ車 2 台、小型ポンプ 4 台を活用し

て約 1km ホースを延長し、火災北西に位置する

線路をラインとして防御にあたった(図 7 中 15)。

火災防御中に津波情報が何回も入り、安全な位置

まで退避した。退避中に LP ガスボンベの爆発が

起こりきのこ雲のような炎が上がり隣家へ延焼し

ていった。その後も消火、退避、延焼の繰り返し

であった(図 7 中 16)。活動中、B 分団のホースは

使い切ってしまったがそれでも足りず、団員に指

示して遠方の無事な屯所まで借用に向かわせた。

翌日午前中に緊急消防援助隊が到着したため、水

利の情報を提供する(図 7 中 17)とともに連携して

火災防御及び残火処理を行った(図 7 中 18)。この

活動は 3 月 12 日 16 時頃まで継続した。 

④ 救助活動、捜索・遺体収容等(3/12～3/19) 

3 月 12 日は火災対応とは別な班を作り、自衛隊

と連携した救助活動も実施した(図 7 中 19)。14 時

頃に介護老人保健施設までの道路が使用可能とな

ったため、団本部からの指示で救助に向かう事と

なった。3 月 13 日には同施設近辺で多数の遺体が

緊急消防援助隊により発見されたため、団本部か

らの指示で遺体収容作業を実施。建設業者からト

ラックを手配し、収容所まで搬送した(図 7 中 20)。

3 月 14 日から 19 日は捜索活動及び収容を行った

(図 7 中破線)。 

⑤ 林野火災警戒・広報活動等(3/12～8 月) 

3 月 15 日は林野火災が拡大し、高台にある病院

の患者を緊急消防援助隊が安全な場所へ搬送する

こととなった。その間、病院に火災危険が迫らな

いように消防団が警戒活動を実施した(図 7 中 21)。

3 月 20 日までは屯所に詰め、何かあってもすぐに

対応できる体制をとっていた。3 月 15 日から 3 月

中は広報活動も行っており、住民に行政からの情

報等を発信した(図 7 中 22)。また、3 月 15 日から

は夜間警戒についても実施した。この警戒には火

災予防のみならず防犯の意味も含まれており、8
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月中旬まで継続して実施された(図 7 中 23)。 

 

 

4.まとめ 

 

東日本大震災において発生した火災 284 件 4)の

内、半数近くが津波に起因する火災である。こう

した津波火災の様相は、地域によってかなり異な

る。三陸沿岸では、津波によって山際に打ち上げ

られた倒壊家屋・自動車等多くの可燃物が、漂流

してきた火源(家屋・各種燃料等)から着火炎上し、

市街地火災から山林火災に拡大した事例が特徴と

して挙げられる。いずれの地域においても、出火

原因としては漏電・短絡、衝突による火花等、多

種多様の可能性が複合していると推察されるが、

偶発的要素が多く、今後とも原因究明には困難が

予想される。まずは、津波が発生したら浸水域に

おいて、火災が発生する可能性が高いことを前提

とした対策を、今後講じていく必要があろう。特

に避難ビル等にいったん避難した人々を火災から

どう守るかは、新たな課題である。 

また津波火災拡大地域で共通しているのは、津

波直後に地域消防力が極度に低下した中で火災が

拡大していった点である。緊急消防援助隊が現地

に入って消火活動を始める迄の約 2 日間は放任火

災状態にあり、多くの被災者が火災の危険にさら

されていた。その中にあって、地元の消防団が常

備消防機関と連携し、または孤軍奮闘し、被災者

の救助、安心安全な避難生活維持に深くかかわっ

ていったことは、今回の調査の一例から明らかで

ある。筆者らは、実際に消防団の足跡を踏査する

ことにより、都会の消防団とは異なる、広域にわ

たる多様な活動について認識を新たにした。周辺

市町村との協力応援体制の在り方等、いかに多様 

 

 

 

 

なニーズの消防活動を維持・継続して、津波災害

から住民を守っていくのか、消防関係者が考える

べき課題は多く、今後の検討の参考資料として利

用していただければと、当研究室では調査を継続 

していく予定である。 
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便宜を図って頂いた。なお消防団の活動調
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生の坂本氏(現東京消防庁)が行ったもの

である。ここに記して感謝いたします。 
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